
検討の背景

近年、救急出場件数が増大する一方で、救急隊数は

微増にとどまっていることから、救急業務における需給

ギャップが拡大し、現場到着所要時間が遅延する傾向に

ある。（図１、図２）

このような中、平成17年６月には「消防力の整備指針」

（平成12年消防庁告示第１号）が改正され、消防隊員と

救急隊員との兼務基準が設定されるとともに、救急自動

車に搭乗すべき救急隊員数について医療従事者

が同乗する転院搬送時の緩和が図られる等、増

加する救急需要への対応が図られてきた。しか

しながら、高齢化の更なる進展等に伴い、今後

も救急需要が増加し続けることが予想され、地

域によっては、真に緊急を要する傷病者への対

応が遅れ、救命率に影響が出ることが懸念され

ている。

一方、「規制改革・民間開放の推進に関する

第１次答申」（平成16年12月24日、規制改革・

民間開放推進会議）においては、福祉等で扱う

分野の搬送、病院を中心としたいくつかの搬送

等、一定の搬送等については民間を活用すべき

であると指摘されている。

このような状況を受け、消防庁においては、

平成17年度に「救急需要対策に関する検討会」

を設置し、救急需要対策に関する総合的な検討

を行った。

そのポイントを以下に示す。

取り組むべき対策（主なもの）

（１）１１９番受信時等における緊急度・重症度の選

別（トリアージ）

・これまでは、緊急度・重症度にかかわらず即時に直近

の救急隊を出動させてきたが、需要増大の中で「救命

率の向上」を図るためには、緊急度・重症度が高い要

請に対してより迅速に対応するとともに、悪質な頻回

利用やタクシー代わりへの不出動・不搬送をはじめ、
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図１　救急隊数と救急出場件数の推移（全国）
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図２　現場到着所要時間の推移グラフ
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優先度の低い事案に対する対応のあり方を検討するこ

とが必要。

・このため、１１９番受信時や救急現場でのトリアージ

に向けて内因性の疾患を中心として「選別基準」と具

体的な事案を当該基準にあてはめる際の「運用要領

（プロトコル）」の作成に着手した。

・本検討会では、平成18年度は、内因性の精度を高める

とともに外傷事案や軽症事案の分析結果を加え、実用

化に向けた試行を重ねることが必要である。

（２）軽症利用者等への対策

・症状は軽微だが「交通手段がない」「どの病院に行けば

よいか不明」といった要請に対しては、民間の患者等

搬送事業者など代替的な移送サービスや病院情報の提

供を行うこと（東京消防庁の民間コールセンター事業

や横浜市安全管理局の救急医療情報センターの活用な

ど）が効果的であり、このサービスの利用を促進。

・また、利用者の便宜を考慮し「#8119」等の簡易なコー

ル番号サービスを活用。

・悪質な頻回利用者に対しては、不出動・不搬送などの

毅然とした対応も必要。

（３）病院救急車の活用

・病院間の転院搬送は全救急搬送の１割近くを占める一

方で、相当数の病院救急車が十分に活用されていない

のが実態。

・病院救急車は、これまで当該病院のみでの利用に限ら

れていたため、経費負担が大きかったが、今般、複数

病院間での共同活用や運用にあたって民間搬送事業者

を活用したモデルを普及させることにより病院救急車の

利用促進を図るべき（詳細を、後述の「救急搬送業務

における民間活用に関する検討会（報告書）概要」に

示す）。

まとめ

需要が増大する中、前記（１）～（３）の対策などに

より、真に緊急を要する傷病者への対応が遅れることのな

いよう、万全の措置を講じるべきである。

これらの救急需要対策を講じてもなお十分でない場合

には、さらに救急行政の予算・体制の拡充の検討を行う

とともに、救急サービスの有料化についても国民的な議論

の下で、様々な課題について検討しなければならない。
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経　緯

平成17年３月にとりまとめられた報告書「消防力の整
備指針について」（消防力の整備指針に関する調査検討会）
の中で、救急需要が増加の一途をたどっている状況を踏
まえ、「一定の出動業務や患者等の搬送業務への民間活用
等」について、今後検討を深めていく必要があるとされて
おり、また、「規制改革・民間開放の推進に関する第１次
答申」（平成16年12月24日、規制改革・民間開放推進会
議）においては、救急搬送業務における民間の活用につ
いて、課題の洗い出しやその解決のための関係機関による
検討・協議の場を設けるべきであり、その結論を踏まえ、
福祉等で扱う分野の搬送、病院を中心としたいくつかの
搬送等、一定の搬送等については民間委託、民間委譲を
推進すべきであると指摘されていたことを踏まえ、平成17
年度に消防庁において民間搬送事業者及び病院救急車に
ついて検討を行った。

現状と課題

我が国における救急業務は、国民の生命・身体を事故
や災害等から守り、安心・安全な社会を確保するために
行われ、消防機関の業務として、深く定着している。し
たがって、今後、高齢化のさらなる進展等により救急需
要がさらに増加しても、消防機関が対応するべき緊急性
のある傷病者の搬送に関しては、引き続き、消防機関が
迅速かつ的確な対応を行うべきである。
しかし一方で、必ずしも緊急性があるものば

かりではなく、民間の患者等搬送事業者の活用
に期待できるものも多い。また、緊急性のある
ものも含め、転院搬送のように、病院救急車の
活用が期待できる場合もある。
現在、救急需要が増大し現場到着所要時間が
遅延傾向にある中、民間搬送事業者の搬送車や、
病院救急車が「適当な搬送手段」として機能す
るようになれば、救命効果の向上に相当寄与す
るものと考えられ、これらが円滑に活用されるこ
とが望ましい。

対応策

（１）民間の患者等搬送事業者の有効活用に
資する具体的方策

１）車椅子のみが固定できる車両に対する消防機関の認定
患者等搬送事業の質を担保しつつ、民間の患者等搬送

事業者がより円滑に事業を行えるよう、患者等搬送事業
指導基準等における事業認定の要件を緩和し、車椅子の
みが固定できる車両をもって行う患者等搬送事業につい
ても事業認定の対象とした。
車椅子のみが固定できる車両をもって行う患者等搬送

事業については、ストレッチャーが固定される車両による
搬送事業と比べ、重症度が低い患者等の搬送を主とする
ことが多いと考えられるため、別の認定基準を設けること
とした。（図１）

２）料金設定
患者等搬送事業者の認知度を向上させ、利用の増加を

図るため、タクシー料金体系、ハイヤー料金体系のいずれ
とも異なる、独立した患者搬送等事業の料金体系が定め
られることが望ましい。

３）患者等搬送事業者の標示方法
点滅及び光度の増減がない灯火については、義務付け

られた灯火と紛らわしい灯火（赤色、橙色、白色及び青
紫色等の灯火）や明るい灯火（300cdを超える明るさの灯
火）を除き、現在においても備えることができ、さらに、
車体のデザインや標示等に関する特段の規制はないことか
ら、これらを工夫することによっても、患者等搬送用自動
車であることを周知することができる。

救急搬送業務における民間活用に関する検討会（報告書）概要
救急企画室

３

１

２

●車両１台につき１名以上とする
●搬送中に容態急変の可能性が高
い場合等については、医師等を同乗
させる、又は乗務員数を２名以上とす
る等、対応に必要な乗務員、及び乗
務員数をもって業務を行わせること。

●消防機関が行う講習を終了した者
（16時間）

●車椅子を確実に固定できる構造の
車両

●必須15品目、任意5品目

●車両１台につき２名
●入退院の場合や医師、看護
師が同乗する場合⇒１名とする
ことができる。

●消防機関が行う講習を終了
した者（24時間）

●ストレッチャー及び車椅子を
確実に固定できる構造の車両

●現行の積載資器材（19品
目）任意積載器材としてAEDを
加えた。

乗務員の要件

運行体制
（乗務員の数）

患者等搬送用
自動車の要件

積載資器材 積載資器材

患者等搬送用
自動車の要件

運行体制
（乗務員の数）

乗務員の要件

図１　患者等搬送事業指導基準（対照表）

ストレッチャー及び車椅子 車椅子のみ固定できる車両



４）患者等搬送事業者の紹介
電気通信事業者のサービスとして、既に厚生労

働省が小児救急医療相談事業として「＃８０００」
といった短縮コールを実用化しており、患者等搬
送事業者の紹介においても、例えば「＃８１１９」
といった形式での短縮コールの使用についても、
今後消防機関等において検討されるべきである。

（２）医療機関における救急自動車の活用につ
いて

１）民間事業者を活用した複数医療機関における
病院救急車の運用について
複数医療機関における救急自動車の共同活用が

進めば、一医療機関あたりの運用経費は軽減され
ると考えられ、また、民間事業者の車両や運転者
を活用することでフレキシブルな運用をはかること
ができ、病院救急車の運用を円滑化することがで
きる。
今回は一定の条件が必要となるが、「民間事業

者の車両の運用」、「救急自動車運転業務の民間事
業者への委託」を行うモデルを示した。（図２）

２）転院搬送を含めた病院前救護の協議体制に
ついて
今後の病院前救護のあり方については、消防機

関、医療機関がそれぞれの役割を踏まえ、市民に
最適な方法で実施することが必要である。
消防機関、医療機関等の関係者が、地域の実情
にあった救急自動車運用に関し、本検討会で整理
された事項を踏まえ、具体的運用方法を決定する
必要があると考えられるため、救急需要の増加へ
の対応が逼迫している政令市等の地域においては、
今後の病院前救護の体制について、協議会を設置する等
の方法で協議の場を設け、検討を進めるべきである。
また、複数医療機関での共同利用や病院救急車運用の

委託を含め、医療機関が緊急自動車である救急用自動車
を運用するにあたっては、交通規制等の情報のやりとりが
必要となる場合も想定し、関係機関との連携を十分に行
う体制を確立し、無用の混乱を避ける必要がある。

国における検討

各地域において行われる具体的な検討と並行し、今後、
更なる検討を要することとされた課題、及び各地域にお
ける具体的検討の際に抽出された課題については、国の
関係省庁においても、引き続き検討を深めることが必要
である。
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図２　病院救急車運用の民間委託

・救急用自動車（積載する医療用資器材を含む）に係る主たる管理責任者：Ａ病院
・救急用自動車の業務に携わる従業者に対する管理監督責任者

　　　　　　：搬送される患者に対して医療を提供する医療機関の管理者
・Ａ、Ｂ、Ｃ病院による民間事業者の救急自動車の効率的利用
・かかる経費をＡ、Ｂ、Ｃ病院で負担
・①Ｅ事業者の車両の借り受け（リース）
　　（Ａ病院が救急用自動車（積載する医療用資器材を含む）に係る管理責任を有する）
　②運転業務をＥ事業者へ委託

※救急用自動車における医療行為等
については、直接的に医療の質に関
わること等により、搬送される患者に
対して医療を提供する医療機関に所
属する者が実施する必要がある。

※Ａ病院はＢ、Ｃ
病院から対価
を得ないため、
特定旅客自動
車運送事業の
許可不要。

転院搬送
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転院搬送
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患者宅

緊急搬送

（費用負担）

（車両運用）

患者宅

・リース業
・労働者派遣事業

・リース料
・運転者の派遣料
　を各医療機関が
　負担




